
NPO法 人RoB!oom定 款

第 1章 総 則

(名 称 )
第 1条  この法人は、NPO法 人ReBloomと いう。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都港区六本木四丁目5番 7号スタジオD3
02に置く。

(目  的 )
第 3条  この法人は、出産、育児、介餞、病気、離婚などの理由で仕事を失った人を
対彙として、キヤリア再構築の支援、健康・美容に関する支援、再出発に向け

たメンタルサポー ト、コミュニティの形成に関する事業を行い、誰もが自由に

キヤリアを形成できる社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行

健、医療又は福祉の増進を回る活動

会教育の推進を図る活動

女共同参画社会の形成の促進を図る活動

業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし
て、次の事業を行う。

(1)キ ヤリア再構築の支援事業

(2)健康・美容に関する支援事業
(3)再出発に向けたメンタルサポー ト事業

(4)仕事を失つた人が孤独になることを防止するコミュニティの形成事業

(5)広報・啓発事業

(6)その他目的を達成するために必要な事業

第 2章 会 員

(種 別 )
第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法

(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会 した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同じ賛助するために入会 した個人及び団体

(入 会 )
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
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会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、

理事長に申し込むものとする。

理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認め

なければならない。

理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書

面をもつて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い 。

(会員の責格の長失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したと

き。

(3)継続して 1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会 )
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ
とができる。

(除  名 )
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の機決により、これを除名す
ることができる。

(1)こ の定款に違反したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明
の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。
(1)理事  3人 以上 7人以内
(2)監事  1人 以上 2人 以内
2 理事のうち 1人 を理事長とする。

(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内の
親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親

族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな
い 。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。



(職 務 )
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長以外の理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が
欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行す

る。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ
き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述
べること。

(任期等 )

第15条  役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。

(欠員補充 )

第16条  理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、運滞
なくこれを補充 しなければならない。

(解 任 )
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す
ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明
の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第18条  役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。



(総会の構成 )

第20条 総会は、正会員をもつて構成する。

(総会の権能 )

第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(3)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもつて償遺する短期借入金を除く。第47

条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事 務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回 開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、そ
の日から30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできな
い 。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 した
事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも
って決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正
会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の社員総会の決饉があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面若しくは電磁的方法をもつて表決し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について
は、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあつては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が、記名押印
又は署名しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意
思表示をしたことにより、総会の決議があつたとみなされた場合においては、次

の事項を記載した臓事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があつたものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があつたものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能 )

第30条  理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により

招集の請求があつたとき。



(理事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があつたときは、その日から14日 以内
に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日前までに通知しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条 理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理
事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加
わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した饉事録を作成しなければなら
ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記

すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押
印又は署名しなければならない。

第 5章 資 産

(資産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費
(3)寄附金品

(4)財産から生 じる収益

(5)事業に伴 う収益



(6)その他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従つて行わなければならな
い 。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 1月 1日 に始まり、同年12月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成 し、
総会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき
は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予
算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第フ章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の



3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項について
は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない
事項を除 く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決臓

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以
上の機決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ
ればならない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し たと
きに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決 し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )
第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して
行う。ただし、法第28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、

この法人のホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免 )

第54条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営 )

第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。



第10章 雑 貝1
(細 則 )
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長     河野 進矢
理 事     長谷川 哲
理 事     和田 浩幸
監 事     日高 美香
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわらず、この法
人の成立の日から2027年 3月 31日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立
の日から2026年 12月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げ
る額とする。

(1)入会金 正会員 (個人・団体)0円    費助会員 (個人・団体)0円
(2)年会費 正会員 (個人・団体)5,000円  賛助会員 (個人・団体)1口 2,500円

(1口 以上 )



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係)

設立・役員変更用

役 員 名 簿 (M額 及び額 のうち個 を受ける者の名簿)

NPO法 人RoBloom

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ) 報酬の有無
(どちらかに

O)
役職名等

氏   名

1 匡ヨ・監事

コウノ シンヤ

匿}無 理事長

河野 進矢

2 巨ヨ・監事

′立力
゛
ワサトシ

有・□
長谷川 哲

3 巨ヨ・監事
ワタ
゛
 ヒロユキ

有。□
和田 浩幸

4 理事・匡ヨ
ヒタ
゛
カ ミカ

有。□
日高 美香



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

2026年 度   事 業 計 画 書
NPO法 人ReBloom

1 事業実施の方針
・当法人の活動内容について SNS、 ホームページで情報発信して、認知拡大と信頼獲得に努める。また、

行政・企業・教育機関 。医療関係者に活動内容を説明して関係を深め、連携基盤をつくる。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【1,0501千円)

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

キャリア再構
築の支援事業

出産
離婚
った
セミ
でき
職業

また
やイ
し、

、育児、介
などの理由
人を対象に
ナーや、在
る PC・ SNS
訓練講座を

護、病気、
で仕事を失
、就労支援
宅で仕事が
を活用した
行う。

マッチング
機会を創出
援する。

、企業との
ンターンの
再就職を支

法人
成立後
月 1回

東京都内
のコミュ
ニテイセ
ンター、
オンライ
ン

2人

出産
1ロ

聖
｀

置 、
と言
メもヽ、

など
由で
を失
一般

、育
′、
4と

柄

離婚
の理
仕事
った
市民

10人 /回 300

醤季ふ委套彗
業

健康な状態で
けるための講
体験会を開催

長く仕事を続
座や美容ケア
する。

法人
成立後
月 1回

東京都
都・千葉
県内のコ
ミュニテ
ィセンタ

2人

健康と美
容に関す
る講座、
体験会に
参加 した
一般市民

10人 /回 300

再出発に向け
たメンタルサ
ポー ト事業

再出発へ向けて心の支援を
するために、心理カウンセ

z若 ;評
るグループ相談会

法人
成立後
月 1回

東京都内
のコミュ
ニティセ
ンター

2人

グループ
相談会に
参加した
一般市民

10人 /回 150

仕事を失った
人が孤独にな
ることを防止
するコミュニ
ティの形成事
業

離岳な蕗 黙 議漕 ]美
った人が孤独になることを
防止し、繋がりを強化する
ために、交流や情報共有を
目的としたオンラインサロ
ンを運営する。

法人
成立後
月 1回

オン
ライン

2人

オンライ
ンサロン
に参加し
た一般市
民

10人/回 100

広報 。啓発事
業

出産、育児
離婚などの
ってしまう
解促進のた
の活動内容
ホームペー
る。

活動内容を
育機関・医
して関係を
活動をする

違省課任雪唇美
ことの周知と理
め、また当法人
について SNS、
ジで情報発信す

行政・企業・教
療関係者に説明
深め、連携した

法人
成立後
毎週
1回

オン
ライン

2人

SNS、  ホ
ー 2、′く―

ジを閲覧
した一般
市民

30人 /週 200



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

2027年 度   事 業 計 画 書
NPO法人ReBloom

l 事業実施の方針
・事業の安定運営と支援対象者の拡大、オンライン講座の拡大と共に、企業・行政・教育機関との協働

による事業の発展を目指す。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【1,050】 千円)

定款に記載
た
■,
イコ

され
事業

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

キャリア再構
築の支援事業

晟應な暮帰逮省諄任辱唇美
った人を対象に、就労支援
セミナーや、在宅で仕事が
できるPC o SNSを活用した
職業訓練講座を行う。

また、企業とのマッチング

tlf髯幾i扇塞:1曇宇|をr」出

月 1回

東京都内
のコミュ
ニティセ
ンター、
オンライ
ン

2人

出産、育
児、介
護、病
気、離婚
などの理
由で仕事
を失った
一般市民

10人 /回 300

健康・美容に

異
する支援事

健康な状態で長く仕事を続
けるための講座や美容ケア
体験会を開催する。

月 1回

東京都
都・千葉
県内のコ
ミュニテ
ィセンタ

2人

健康と美
容に関す
る講座、
体験会に
参加 した
一般市民

10人 /回 300

再出発に向け
たメンタルサ
ポー ト事業

再出発へ向けて心の支援を
するために、心理カウンセ

z将け
るグループ相談会

月 1回

東京都内
のコミュ
ニティセ
ンター

2人

グループ
相談会に
参加した
一般市民

10人 /回 150

コミュニティ
の形成事業

出産
離婚
った
防止
ため
目的
ンを

、育児、介護、
などの理由で仕
人が孤独になる
し、繋がりを強
に、交流や情報
としたオンライ
運営する。

病気、
事を失
ことを
化する
共有を
ンサロ

月 1回
オン
ライン

2人

オンライ
ンサロン
に参加 し
た一般市
民

10人 /回 100

広報・啓発事
業

出産、育児、
離婚などの理
ってしまうこ
解促進のため
の活動内容に
ホームページ
る。

介護、病気、
由で仕事を失
との周知と理
、また当法人
D́い‐C SNS、
で情報発信す

活動
育機
内
関
関

容を行
・医療
係を深
する。

政・企業・教
関係者に説明
め、連携したして

活動を

毎週
1回

オン
ライン

2人

SNS、  ホ
ー ′、′く―

ジを閲覧
した一般
市民

30人/週 200



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係) 設 立 ・ 定 款 変 更 用

2026年度 活動予算書 (その他事業が生い場合)
NPO法 人RoBlo● m

円

正会員受取会費
賛助会員受取会費

2 受取害附金
受取寄附金

“

Ю,000

3 受取助威金警
受取助成金 500,000

mo.(Юo

4 事
醜詈唇:1:5'雰季業菫雫事業収益

40,000
40,000
40,000

40,000

40,000

仕事を失つた人が孤独になることを防止するコミュニティの形成
事業収益
広報・啓発事業収益

狐 000

6 その他の収益
受取利忌

1.250.00(

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

講師謝金
会場費
印刷費
通信費
旅費交通費
広告費
消耗品費

００

００

∞

００

００

００

∞

100,

150,

200,

1.“0.000

100,000

2
1

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

広告宣伝費
通信費
地代家賃
減価償却費

1.150.00(
A B ・ ・ ・ ①

過年度損益修正益

災害損失

奎 期 経 常 外
~百~顧~面

C ・・ ■②

①+② ・ :~・
~③

lcn Gx

_ヽ“

三日|||||■■■■■■
『
■||IE■ 1日|■■■■■■■口S:ロロ子■:日|||■

ヨ回 E・コ :

■E]EE_■ 日::
三」

コロiヨ■]】■.〕
■■■■■■umコ

屋■E"― ][口
「
][=|■

■ El鋼Ll】■用EIE‐

コ囲 El百■ヨ i

■ []■:鵬■ _■ ::

コE口E」■」||:
０
一■ L■L‐ル■‖ 巳 :ヨロ:;

…

ヨ ;口

「

|■

.1薇 覇 収 憂

[

④法人税、住民税及び事業税
___壁 立墜工墜量産額  ・・・⑤ 目璽正三

「

Ⅷ



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係) 設 立・ 定 款 変 更 用

2027年 度 活動予算書 (その他事業が生登場合)
NPO法 人RoBloom

:円 )

loo, o00i
正会員受取会費
賛助会員受取会費

50,000

2][取寄蒲百
受取寄附金 “

Ю,αЮ

3 受取助威全等
受取助成金 |

5(Ю .(厠Ю

500,000

4~~覇 1[:「百
~~~~~~~~~~~~~ ~~

キャリア再構築の支援事業収益
健康・美容に関する支援事業収益
再出発に向けたメンタルサポー ト事業収益
仕事を失った人が孤独になることを防止するコミュニティの形成

事業収益
広報・啓発事業収益

４０

４０

４０

４０

ｍ
ｍ
ｏｏｏ
ｏｏｏ

40,000

| 2(X),αЮ

受取利息

1.250.(Ю (

用

0

2
400,000
100,000
50,000
50,000
100,000
150,000
200,000

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

0.

01

0.

講師謝金
会場費
印刷費
通信費
旅費交通費
広告費
消耗品費

電I~~

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

100,000

広告宣伝費
通信費
地代家賃
減価償却費

B

1費 ,

A B

過年度損益修正益

)】 |

災害損失
正

D ・ ・ ・ の:期 饉 1 外 増 滅 l C

70,000
30.000

― ( |+(

=■
■■■■■■■■rコ■■i口■■■■■■口田:=1■ :|■■■

■■」 LE

ヨ :嘔[:■ :

■巨」LJ■ _

1_1

固■II■「■暉■r■F■
「

■■
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設   立   用

書式第 6号 (法第 10条関係 )

NPO法 人 ReBI oom 設立趣旨書

日本は少子高齢化の進行と労働人口の減少に伴い、女性の社会進出や多様な働き方の推進が強く求めら

れています。 しかし現実には、出産や育児、介護、病気、離婚など、人生の転機を機に仕事を離れざるを
得ない女性や男性が多く存在します。2023年に厚生労働省が作成した「第1子出産前後の妻の継続就業

率・育児休業利用状況」によると、2015～ 19年の間に第1子の出産前後で離職した女性は30.5%で、年間

20万人の女性が出産を機に仕事を辞めています。また同じ資料によると、2016年 10～ 2017年9月 の間に家

族の介護や看護により離職した人は9万9千人で、男性の割合は5年前の199%か ら24.0%に増加していま

す。

また日本人の死因の1位はがんで、厚生労働省が2021年に作成した「全国がん登録罹患数・率報告」に

よると、2021年に新たに98万8,900人ががん患者になりました。がんは働き盛りの40歳～60歳の死因の1位

になつており、国立がん研究センターの「2023年度患者体験調査」では、がんと診断された時に働いてい

た人は全体の

“

.1%で、そのうち治療のために退職・廃業した人は19.4%と報告されています。

出産 。育児・介護・病気 。離婚の中でも、特にシングルマザーの女性や病気の治療中・療養中の男性や

女性は、就業の機会が限られ、経済的 。社会的に不安定な状況に陥りやすいです。そのような中で行政の

支援制度は存在するものの、個々の生活状況やライフステージに合わせた柔軟な支援は十分には行き届い

ていないです。また家庭や治療の事情で社会とのつながりが希薄になり、制度や支援情報を得る機会が少

ない人も存在します。加えて再出発の際は、職業能力だけではなく心の準備も不可欠ですが、心理的支援

を含む包括的な支援体制は整っていないです。

私自身もがん患者となって職を失い、自営業から現在のキャリアを構築してきました。また知人の女性

は出産・育児・離婚を経験し、キャリアが中断した後の社会復帰の難しさを痛感したと話してくれまし

た。私は現在港区にあるアイプロウと美容矯正サロンの代表を務め、大阪にある美容整骨学院の運営に携

わっていますが、仕事を通して多くのシングルマザー、病気経験者と接して相談を受ける中で、同じよう

な悩みや不安を抱える人が数多くいることを知りました。

そこで、任意団体や個人としてキャリアの再構築に関する相談や支援を行い、自分の経験を伝える座談

会を小規模に行ってきましたが、より多くの人に継続的な支援をするために、公的信用や社会的基盤を持

つ法人になった方がいいと考えるようになりました。その中でこの活動が営利を目的としておらず、また

行政 。企業・教育機関。医療関係者などと連携し、支援のネットワークを拡大していくためには、NPO
法人になるのが最適だと判断しました。

今後NPO法人になった後は、定期的な総会の実施や、法令等で定められて書類の作成 。提出、一般市
民への情報公開を適切に行うことで、社会的な信用を得て健全な法人運営をしていく所存です。なお、N
PO法人の受益対象者に美容矯正や美容整骨を提案するなど、本業のサービスや商品の提案をすることは
考えておらず、NPO法人の事業は私の本業とは全く関係ありません。

申請に至るまでの経過

2022年4月  任意団体や個人として小規模にシングルマザー、病気経験者に対して相談や支援を行う
2025年 7月  NPO法 人ReBIoomの 設立を有志で確認

2o)!-+ /t A /an
設立代表者

氏名 河野 進矢




